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日米法人企業の税負担＊
一平均実効税率の計測一

田近栄治・油井雄二
○

1．はじめに

　第1次石油危機以降，アメリカをはじめ欧米先

進諸国では減価償却制度の改革や投資税額控除制

度の拡充など，さまざまな企業課税上の軽減措置

がとられ，資本形成の促進が図られてきた．さら

に1980年代半ば以降世界各国で行われた税制改

革では，各種優遇措置が整理される一方で，法人

税率の引き下げが実施されている．他方，わが国

では財政再建の一環として法人税率の引き上げ，

租税特別措置の整理合理化が進められ，企業課税

の強化が図られてきた．企業の国際的活動が強ま

るにつれ’，こうした国際間の税制上の差異がわが

国の法人企業に対し相対的に重い負担を課し，ひ

いては企業の国際競争力に悪影響を及ぼすという

主張がなされた．こうした状況からわが国におい

ても今時の税制改革：の中で法人税率の引き下げが

提案されている．

　法入税制のあり方を検討するためには，企業の

税負担はどれだけなのか，諸外国と比較してどう

いう差異があるのか，そしてその差異は企業の行

動にどのような影響を与えているのか，その実態

の把握が不可欠であるが，わが国においてこれ’ま

でそうした研究の蓄積は十分行われていないのが

現状である．本論の目的は，そのような研究の第

　＊　本稿を作成するに当たり，石弘光，西野萬里，

井堀利宏氏はじめ多くの方からコメントをいただいた．

また本誌レフェリーからも貴重なコメントをいただい

た．日本経済研究奨励財団，科学研究費からは補助金

の交付を受けた．また計測に際して東京大学大型計算

機センターを利用するに当たり，成城大学から教員特
別研究助成を受け，鷹野澄，纐結一起氏（東大地震研）

の開発した通信用プログラムを利用させていただいた．

ここに，記して感謝する．

1段階としてわが国の法人税制の特徴を考慮しな

がら租税負担率の概念を規定し，それに基づいて

法人企業の税負担の実態を明らかにすることであ

る．以下では，わが国企業の税負担の実態を，時

系列的変化の検討に加えて，そのもっとも重要な

競争相手の1っであるアメリカ企業の税負担との

比較という2つの視点から分析する．

　法人企業の租税負担率に関する研究は，過去10

年間にわたってアメリカを中心に精力的に進めら

れてきた1）．Fullerton（1984）はこれらの分析を，

使用する負担率概念の違いによって平均的な負担

率（平均実効税率）と限界的なそれ（限界実効税率）

とに大別している．前者は法人企業がある年に得

た「所得」の中からどれだけ税を負担したかを示

すものであるのに対し，後者は所与の税制のもと

で，投資によって資本が限界的に1単位増加した

とき，それが生み出した所得がどれ’だけの税を支

払うかを測るものである．したがって，法人税制

の投資に与える効果を分析する際には，限界実効

税率概念の方が適切であるとしばしば主張される．

　しかし，限界実効税率の計測の際には，税制の

細部の規定までは分析に取り入れられないこと，

あるいは多くの理論モデルでは完全競争，完全情

報等の仮定が設けられ’ていること等の制約も存在

する．さらに，現実の投資行動が企業の資金のア

ベイラビリティに依存している（流動性制約が存

在する）揚合には，平均実効税率の大きさはアベ

イラビリティを通じて投資行動に影響を与えるか

もしれない．そこで本稿では，平均概念による法

人税制の分析を行う2）．

　1）　法人の租税負担率に関する文献については，’

Fu！lerton（1984），Bernard－Hayn（1986）を参照せよ．

　2）筆者達はすでに限界実効税率および資本コスト
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　本分析の特徴として次の3点を指摘できる．第

1に，租税を支払う源泉となる所得については，

制度によって決定された税務上あるいは会計上の

所得ではなく，企業が当該期間にあげた経済的所

得を定義し，計測した．

　第2の特徴は，わが国の法人税制の特色であっ

た非課税引当金・準備金や特別償却等の課税繰延

べ措置を考慮するため，後年度において発生する

租税の取り戻し効果を明示的に分析に取り入れた

ことである．従来の分析では実際に支払われる税

額を租税負担額としているが，その場合には免税

措置と課税繰延べ措置を区別できない．

　第3の特徴は，日米両国とも税務統計を基本統

計として利用したことである．Feldstein－Sum一

皿ers（1979），　Feldstein－Dicks＝Mireau－Poterba

（1983），野口（1984）等の分析を始め，いくつかの

研究では国民所得統計データを用いている．周知

のように，国民経済計算上の法人所得は黒字法人

の所得から欠損法人の赤字額を引いた純額として

計算される．そのためこのネットの所得を基に計

算された税率は景気の動向など税制以外の要因に

大きく依存することになる3），税を負担するのは

黒字企業だから，黒字企業を対象に平均実効税率

を計測すべきである．税務統計を利用することに

よって，この問題を回避できる．

　本論の構成は次の通りである．第2節で法人企

業の税負担を測定する指標となる平均実効税率の

概念について従来の議論を概観した後，第3節で

理論的により適当と唄えられる指標を構築し，つ

いで第4節でこの指標に基づいて日米法人企業の

租税負担率を計測する．第5節では，主要な計測

結果を要約するとともに，今後の課題について述

べる．

2．平均実効税率をめぐる議論

の分析を行っている．田近一林一油井（1987）および田近

一油井（1988）を参照せよ．

　3）　たとえば，税務統計より法人税額（算出税額）を

黒字企業の所得で割った負担率と黒字企業の所得から

赤字企業の欠損額を引いたネットの所得で割った負担

率を比較すると，1984年の日本では41．2％対46．6％，

アメリカでは395％対48．3％となる．この乖離は景

気後退期に拡大し，1970年の日本では372％対69．0％

という大きな差を示している．
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　平均概念の税負担率をめぐる議論として，わが

国では法人企業の税負担をめぐって大蔵省と経団

連との間で行われた論争が記憶に新しい4）．この

論争は，従来から大蔵省が税負担の国際比較を行

う際に示してきた「実効税率」に対して，経団連

がこの指標では租税特別措置による減税効果がま

ったく考慮されていないと批判したものである5）．

そして経団連はこの点を修正した「実質税負担

率」と呼ぶ指標によって国際比較を行い，次のよ

うに主張した。すなわち，わが国では近年の租税

特別措置の整理合理化によって，租税特別措置に

よる減収率が低いため，実質税負担率は実効税率

とほとんど変わらないのに対し，諸外国たとえ

ばアメリカでは投資税額控除制度や加速投下資本

回収制度（Accelerated　Cost　Recovery　System：

ACRS）によって大幅な減税が行われているため

に，実質税負担率は実効税率に比べて著しく低下

する．

　大蔵省の「実効税率」は配当軽課，地方税等を

考慮したときの表面税率を表しているに過ぎず，

企業の税負担の実態を表す指標としては不十分な

ことは明らかである．一方，経団連の実質税負担

　4）　この論争については，経済団体連合会（1984），

企業活力研究所（1984）を参照せよ．またこの論争に対

する筆者達の基本的立場は石一田近一油井（1985）に述べ

た．

　5）　大蔵省の「実効税率」は税引き前利益のうち

30％が配当に充てられ，法人税が基本税率，地方税が

標準税率で課税されると仮定したとき，法人税および

地方税による法人の租税負担を示すもので次式で定義
される．

実効税率
　＝［｛30×法人税率（配当分）十70×法人税率（留保分）｝

　　×（1十法人住民税率）十100×法人事業税率］

　　／［100十100×法人事業税率］

　一方，経団連の「実質税：負担率」は次式で定義され
る．

　実質税負担率
　　＝「実効税率」×［1一租税特別措置による減収率］

　ただし，租税特別措置にまる減収率

　　＝租税特別措置による減収額
　　／［最終納付税額＋租税特別措置による減収額］

　である．
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率概念にも重要な限界があることを指摘しておき

たい．この指標は簡単な式の変形によって，

　　実質税負担率

　　　＝最終納付税額／法人税本則上の課税所得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

と表すことができる6）．これから明らかなように，

この指標は租税負担率を，いわば制度によって決

定された形式的な所得に対する納税額の比率とし

て定義している．しかし，問題とすべきは企業が

当該期間にあげた所得（経済的所得）がどれだけの

税を負担したかということである．各種の租税特

別措置等により課税所得と経済的所得は，必ずし

も一致しないであろう．したがって，平均実効税

率を定義する際の第1の課題は，経済的所得をど

のように定義し，計測するかという問題である．

　さらに，実質税負担率の分子に，企業の支払っ

た税額が採られていることにも問題がある．租税

の軽減措置が所得控除や税額控除のように免税に

なるものであれば，それでもよいが，非課税引当

金・準備金制度のように課税の繰延べによって軽

減効果が発生するものについては，後年度におい

て税負担が増加する（これを取り戻し効果という）

ことになる．企業は，当然この後年度の税負担の

．増加を予期して行動しているはずであり，税負担

の計測に当たっても，すくなくとも概念的には免

税と課税の繰延べとの違いを考慮しなければなら

ない．

　さて，課税所得から離れ’て経済的所得を用いて

平均実効税率を定義するに当たって，もう1つ考

慮すべき重要な問題がある．それはインフレが課

　6）　最終納付税額をT∫，租税特別措置による減収額

をT8，実効税率を∫とすると，

実質税鱒十義］㌃転
と表せる．ここで実際の課税所得を巧，法人税法の本

則にしたがって定義された所得を靴租税特別措置に
よる所得控除額をX，Toを税額控除とすると，

　　T∫謡yr　To；‘（y－x）一To，

　　T8＝孟X十To

と表せるので，上式の分母は

　　T∫＋T8＝書「

となる．すなわち，実質税負担率は最終納付税額と法

人税法本則上の課税所得との比率として表せる．企業

活力研究所（1984）を参照せよ．

Vo1．40　No．1

税所得を経済的所得からどのように乖離させ，税

負担にどのような影響を与えたかという問題であ

る．第1次石油危機を契機に世界各国は激しいイ

ンフレを経験した．1980年代に入ると日本の物価

上昇率は低下したが，アメリカでは依然として高

いインフレが続いた．したがって国によってまた

時期によってインフレの状態が異なるときには，

インフレが税負担に及ぼす効果を無視することが

できない．

　インフレが税負担に与えた効果の研究としては，

Feldstein他による一連の分析がある7）．これ’はイ

ンフレが法人企業ならびに法人への資金の供給者

（株主と債権者）の税負担にどのような影響を与え

たかを分析したものである．具体的にはインフレ

の効果を①減価償却不足，②在庫評価益，③債務

者利得の3つの側面から分析している．また，同

一の手法による分析は，野口（1984）によってわが

国を対象に行われている．しかし，残念ながらこ

れらの分析は国民経済計算上の法人企業を対象に

したものである．われわれ，は，税務統計をベース

に，黒字企業の所得を対象にインフレ調整を行い，

税負担率の計測を行う．

　以上の議論から，平均実効税率の概念を定義す

るに当たって，次の諸点の台石が重要である．第

1に，租税を支払う源泉となる所得については，

・税法の規定から離れて経済的所得を明確に定義す

る必要がある．こ．のとき，インフレによる所得の

名目的変化を除去しなければならない．第2に，

非課税引当金・準備金や特別償却制度のように課

税の繰延べによって租税軽減効果が生じるものに

ついては，将来の取り戻し効果を考慮する必要が

ある．

3．平均実効税率の定義

　前節では従来の議論を検討しながら，平均実効

税率を定義するにあたってのわれわれの基本的な

　7）　Feldstein－Summers（1979），　Feldstein－Dicks＝

Mireau－Poterba（1983）を参照せよ．また個別企業の財

務データを用いてインフレの効果を分析したものに
Ando－Auerbach（1985）カ｛ある．しかし，そこでは租

税の取り戻し効果については考慮されていない．
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考え方を述べた．そこで本節では，実際のデータ

を用いて計測が可能なように，平均実効税率をよ

り具体的に定義する．

　いま，将来の取り戻し効果を考慮したときの税

額を「究極的税負担額」と呼ぶことにすれば，わ

れ，われの税負担率の指標すなわち平均実効税率は，

　　平均実効税率＝究極的税負担額／経済的所得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

で定義される．そこで以下では，経済的所得と究

極的税負担額を順に定義する．

　3．1　経済的所得

　まず，分母の経済的所得から検討しよう．経済

的所得とは，一定期間に企業が財および人的・資

本サービスを投入したことによって得た利益のこ

とであるが，はじめにインフレを考慮しないとき

の経済的所得を定義し，次にインフレの影響を考

慮することにする．インフレを考慮しないとき

（インフレ調整前）の経済的所得を経済的所得1と

すれば，

　　経済的所得1＝S－0一［経済的減価償却費1］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

で示される．ここで，8は当該期間の売上げ，0

は原材料費，人件費等の経常費用であるが，減価

償却費，非課税引当金・準備金への繰入れ額は含

んでいない．経済的減価償却費1は資産の経済的

価値の減耗に基づく減価償却費であるが，ここで

はインフレを考慮していないので，経済的減価償

却費1は簿価（取得時価格）をもとに算出されてい

る．他方，課税所得は

　　課税所得

　　　＝8一σ一［所得調整］一［前年の法人事業税］

　　　　一［非課税引当金・準備金の損金算入額

　　　　一益金算入額］

　　　　一［税務上の減価償却費］　　　　（4）

で示される．ここでは所得調整とは，企業会計上

の所得と税務上の所得との差を調整するもので，

以下では受取配当の益金不算入額と交際費を取り

上げた．すなわち，法人の受取配当はSの中に含

まれているが，課税上は全額が益金に算入される

のではない．この益金不算入額が所得調整に含ま

れる．あるいは，現在わが国では大企業について
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は交際費は課税所得を計算する際，損金とするこ

とを認められ，ない．その交際費が事業を遂行する

のに必要なものならば，Cの中に計上されている

から，所得調整の中にマイナスの項目として入る．

したがって，所得調整は次のように表せる8）．

　　所得調整＝法人受取配当益金不算入

　　　　　　　一交際費損金不算入　　　（5）

　次の［前年の法人事業税］は法人所得に対する地

方税の調整である．日米両国とも，法人所得に対

しては地方政府も課税をしている．日本では，法人

所得に対して法人住民税，法人事業税が課されて

いるが，このうち法人事業税については，前年の

納税額を今年の法人所得を計算する際に費用とし

て利益から控除することが認められている．これ

を法人事業税の認定損という．一方アメリカでは，

当年度に支払った地方税を当年度の法入税の課税

所得から控除することが認められている．したが

って，上式の「前年の法人事業税額」のかわりに，

「法人所得に対する地方税の当年支払い額」とす

ればよい．なお地方税制は，［1本の場合には地方

による差異はほとんどないが，アメリカでは州に

よって税制はさまざまである．ここでは地方税収

の合計額を取り上げ，州による違いは無視する．

　非課税引当金・準備金については，たとえ法人

税法の本則で認められたものであろうと（引当金），

租税特別措置で認められたものであろうと（準備

金），その実態は課税所得を調整する手段として

利用されていたといってよいだろう9）．したがっ

て，非課税引当金・準備金への積み立て額は経済

的所得の算定において費用に計上しない．つまり

0の中に含めない（同様に，取り崩し額は益金に

計上しない，つまり8の中に含めない）ので，課

税所得を計算する際には（4）式のように調整する

　8）　交際費については，全額損金に算入すべきか否

かについて議論の余地はあるが，本稿では税務統計上

の損金不算入額をすべて必要な費用と認めて計測を行

った．また，寄付金についても検討の余地があるが，

ここでは無視している．アメリカのケースでは，地方

債利子受取額（非課税）などさらにいくつかの項目がこ

れに含まれる。

　9）　非課税引当金・準備金制度の利用の実態につい
ては，田近一油井（1984），（1985）で検討した．
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必要がある．

　さて一般に経済的所得1と課税所得が一致する

保証はない．実際（3），（4）式より

　　経済的所得1＝課税所得

　　　十［所得調整］＋［前年の法人事業税］

　　　十［非課税引当金・準備金の損金算入額

　　　一益金算入額］

　　　十［税務上の減価償却費

　　　一経済的減価償却二刀　　　　　　　（6）

となる．これ’より企業会計上の所得概念と税務上

のそれ，との違いおよび法人税事業税の認定損に加

えて，課税所得が経済的所得1から乖離する要因

として次の2点をあげることができる．すなわち，

　（i）税務上，事前に費用化を許された非課税引

　　当金・準備金のうち，当該期間中に現実の費

　　用とならない（積み立てられたまま次期以降

　　に繰り越される）ものがあること，

　（ii）償却資産の経済的価値の減耗を表す経済的

　　減価償却率と税法で認められた減価償：却率が

　　異なること

である．

　以上の議論では，インフレが課税所得に及ぼす

効果を考慮しなかった．しかし，戦後の世界経済

ではむしろインフレが常態化し，インフレが課税

所得に，また税負担にどのような影響を与えたか

は重要な問題である．そこで次に，インフレが経

済的所得と課税所得との間にどのような乖離をも

たらすかを検討する．

　一般に，インフレは次の3つの側面で課税所得

に影響を与えると考えられ，る．その第1は，イン

フレ期における減価償却費不足の問題である．税

務上の減価償却費が資産の取得時の価格（簿価）を

基準に計算され，ているとき，インフレによって資

産の再取得価格が上昇するならば，時価（再取得

価格）に比べて税務上は減価償却費を過小に計上

していることになる．したがって，インフレ調整

後の経済的所得を求めるには，経済的減価償却費

は簿価ベースの経済的減価償却費を資産価格の上

昇に見合った分だけ増加させねばならない．

　インフレが課税所得に与える第2の効果は，債

務者利得である．企業が負債を発行しているとき，
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税務上，負債に対する名目利子支払い（＝名目利

子率×債務残高）を費用として利益から控除する

ことが認められている．しかし，企業にとっての

利子支払いの実質コストは実質利子率（＝名目利

子率一インフレ率）×債務残高である．したがっ

て，インフレ期においてはインフレ率×債務残高

だけ課税所得は圧縮されているので，インフレ調

整後の経済的所得を求めるには債務者利得の分を

インフレ調整前経済的所得に付け加えなければな

らない．

　第3の側面は，期末棚卸し資産の評価額がイン

フレ期に過大評価となることから発生する．企業

の利益を計算する際の原価は，「期首棚卸し資産

額＋期中仕入れ額一期末棚卸し資産額」として求

められ’る．インフレ期においては，棚卸し資産の

価格が上昇し，期末の在庫評価額が名目的に上昇

する．その結果，原価が過小に計上され，利益

（課税所得）が水増しされる．インフレ調整後の経

済的所得を求めるに当たっては，この水増し利益

を除去せねばならない．以下ではこの水増し利益

を在庫品評価益と呼ぶ．

　経済的所得1に以上の減価償却費，債務者利得，

在庫品評価益の3項目について調整を加えたもの

が，インフレ調整後の経済的所得である．これを

経済的所得πで表すと，

　　経済的所得π＝経済的所得1

　　　十［経済的減価償却費1

　　　一経済的減価償却費1刀

　　　＋［債務者利得］一［在庫品評価益］　（7）

で定義される．ここで右辺第2項の経済的減価償

却費11は，再取得価格ベースの経済的減価償却

費である．これら3項目のうち，インフレは債務

者利得を通じて課税所得をインフレ調整後の経済

的所得よりも縮小させる方向に，また減価償却費

不足と在庫品評価益は課税所得を拡大する方向に

作用する．

　（6）と（7）式を合わせて，課税所得とインフレ調

整後の経済的所得との関係を示しておこう．

　　経済的所得11＝課税所得十［所得調整］

　　　十［前年の法人事業税額］

　　　十［非課税引当金・準備金の損金算入額

◎

o

●



◎
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一益金算入額］

十［税務上の減価償却費

一経済的減価償却費刀

＋［経済的減価償却費1

一経済的減価償却費1刀

［米法人企業の税負担

　　　＋［債務者利得］一［在庫品評価益］　（8）

課税所得に「所得調整」からインフレ調整前の減

価償却費調整までの項目を加えるとインフレ調整

前の経済的所得が得られ，さらに3つの調整を加

えるとインフレ調整後の経済的所得が求められる．

　3．2　究極的税負担額

　次に，分子の究極的税負担額について検討しよ

う．前述のように，この概念は非課税引当金・準

備金および特別償却制度によって課税の繰延べが

行われるとき，将来の取り戻し効果を考慮するた

めに必要となる．

　はじめに国税について究極的税負担を考える．

非課税引当金・準備金制度の揚合から検討しよう．

以下では説明の便宜上，減価償却費は無視する．

いま，非課税引当金・準備金から今期，E。幅だけ

取り崩し，また島πだけ非課税引当金・準備金に

積み立てるとする．まず取り崩し額については，

今期丑。，、‘の非課税引当金・準備金を取り崩すこ

とは，過去にそれを積み立てた時点ですでに決定

されているものとする．つまり，今期の企業の意

思決定にとってはE臨は与件であると想定する．

一方，今期に積み立てた瓦πについては，企業は

それをブ期間保有したのち取り崩すと期待してい

ると仮定する．したがって，税率をτとすると，

企業はτE伽の租税支払いをブ期間繰り延べるこ

とができる．以上より，今期島。積み立てたこと

による究極的税負担額を次のように定義すること

ができる．

　　究極的税負担額

　　　＝τ（8－0十Eo蛎）一τ［1－1／（1＋が］瓦。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

　右辺第1項は，今期に非課税引当金・準備金を

まったく積み立てなかったときに支払う税額であ

る．第2項は名目利子率を盛としたとき，今期島％

積み立てたことによる，将来の租税取り戻しを考

慮した租税節約額を示している．企業にとって現

25

時点での問題は，非課税引当金・準備金にいくら

積み立てるかということであり，これに関係する

要因は現時点における見掛け上の節税額τE伽で

はなくて，取り戻し効果を考慮した（9）式の右辺

第2項である．

　減価償却制度の究極的税負担額も同様に考える

ことができる．以下では説明の便宜上，非課税引

当金・準備金を無視する．いま企業が今期■の投

資を行うとしよう．このとき企業にとっての本来

の費用は耐用期間にわたって発生する各期の経済

的償却費である．ところが一般に税務上認められ，

る償却率は経済的償却率とは異なる．たとえば資

産の耐用期間の初期により多くの償却を認める特

別償却制度あるいは加速償却制度が多くの国で設

けられている．もし税務上費用化される償却費が

経済的償却費よりも大きければ，企業は減価償却

制度を利用することによって税額を減らすことが

できる，しかし耐用期間の初期により多く償却す

れ，ば，後の期間の償却費はかえって減少し，税額

は増加することになる．これが特別償却制度によ

る租税の取り戻し効果である．この取り戻し効果

を考慮するためには，耐用期間全体を通して税務

上どれだけの減価償却が認められ’るか，減価償却

費の割引現在価値を見る必要がある．

　かくして，税務上の減価償却制度を利用するこ

とによる企業の主観的な租税節約額は，現在価値

でみて，税務上，経済的償却費をどれだけ上回っ

て償却できるかに依存する．したがって，今期1

の投資を行ったときの究極的税負担額を次のよう

に定義することができる．

　　究極的税負担額

　　　＝τ［S－0一（D－D、）コーτ（乙一Z、）1（10）

ただし，Dは今期の税務上の減価償却費であり，

エ）1はそのうち今期の投資から生じた減価償却費

である．したがって1）一D■は今期の税務上の減

価償却費のうち過去の投資に基づく部分であり，

現時点では所与とみなされる．またz。は投資1

単位当たりの，経済的減価償却率に基づく将来の

減価償却の割引現在価値を，Z8は特別償却を含

む税務上の償却率に基づいたそれを示す．

　（10）式右辺第1項は，今期まったく投資を行わ
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ないときの支払い税額であり，（9）式の右辺第1

項と同様に過去の行動によって今期に支払わねば

ならない税額を示している．一方第2項は，もし

Z8＞Zεならば，今期1だけ投資することにより，

現在価値でみて，どれだけ税を減らせるかという

企業にとっての主観的な節税額を表している．し

かし現実にはインフレ状況において簿価ベースで

の税務上の減価償却は償却不足を引き起こし，

Z8＜Z、となることがある。このときには投資を行

うことにより，企業の主観的税負担は増加する．

　（9），（10）式によって非課税引当金・準備金およ

び特別償却に関する究極的税負担額が定義された．

しかし，これらの式の8あるいは0等の変数は直

接観察することはできない．そこで，税法にした

がって計算される税額を利用して，究極的税負担

額を計測可能な形に書き換えることにする．

　税額控除前の税額を算出税額と呼ぶが，これは

次のように示される．

　　算出税額＝τ〔s－o十（1配。伽一E伽）一刀］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）

算出税額から税額控除を引いたものが企業の納税

義務額となる。（9），（10）式を統合し，（11）式を利

用すると，究極的税負担額の公式として

　　究極的税負担額；算出税額一税額控除
　　　十τ［瓦。／（1十の’］十τ［1）■一（Z，一Z。）1］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）

を得る10）．

　（12）式は企業の納税義務額に2つの調整を加え

たものが究極的税負担額となることを示している．

すなわち，右辺第2項に示されたR伽の非課税引

当金・準備金への積み立てによる取り戻し効果と，

第3項に示された経済的減価償却を上回る税務上

の減価償却費の効果である．したがって，究極的

税負担額とは今期島％の積み立てあるいは1の投

資を行うことにより，最終的に支払わなくてはな

らない企業家にとってのいわば主観的な税負担の

10）　（12）式では企業の納税義務額に対応させるため

税額控除を明示した．税額控除としては，わが国では

試験研究費の税額控除等を，アメリカについては投資

税額控除の他雇用機会創出税額控除などの一般税額控

除等を取り上げたが，外国税額控除や所得税の税額控

除等は含まれない．
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ことである．

　これまでは国税について究極的税負担額を検討

してきたが，次に地方税を導入する．上述の究極

的税負担額の定義式（12）の算出税額として，法人

税の他に法人所得に対する地方税が加えられるこ

とはいうまでもない．日本の揚合には法人事業税

の認定損があるため，さらに調整が必要となる．

先に述べたように，今年度の法人事業税は，翌年

度の課税所得から控除される．したがって，翌年

度の法人税および地方税はその分減額される．

　いま，今年度の法人事業税を五，法人税および

法人住民税による法人所得への課税率をπ，法人

事業税率をりとする．今年度，法人事業税を五支

払うことによって，翌年度には課税所得がその分

減り，税額は（％十”）五だけ減少する．この内，法

人事業税の減少分ηLは，翌々年度の課税所得を

その分増加させ，税額を（％十”）猛だけ増加させる．

♂五の法人事業税の増加はその次の年の税額を減

少させるというように，このプロセスが続く．し

たがって，法人事業税を五支払うときの究極的税

負担額は最終的に，

　　法人事業税の究極的税負担額

　　　＝五一［（瓢直り）／（1十什”）］五　　　　（13）

で示される11）．右辺の第2項目法人事業税が費用

として認められることから発生する将来の租税軽

減効果を示している．かくして，地方税を考慮し

たときの究極的税負担額は次式で示される．

　　究極的税負担額＝算出税額＋τ［1～乞η1（1十乞）ゴ］

　　　＋τ［z）■一（2’8－z8）刀

　　　一［＠＋”）1（1十・盛土妙）］五　　　　　　　　　　　（14）

ただし，ここでの算出税額には地方税を含み，ま

たτも地方税を考慮したときの税率である12）．

4．平均実効税率の計測

4．1　資料と計測方法

前節の検討に基づいて，日米の法人企業の平均

11）　田近一林一油井（1987）を参照せよ．

12）厳密には，τも法人事業税の認定損を考慮した

税率を用いるべきであるが，ここでは税額を課税所得
で割った税率を用いている，田近一林一油井（1987）を参

照せよ．
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実効税率を計測する．計測結果を示す前に，計測

方法の概要を述べる．

　以下では，日米の製造業に属す法人企業を対象

に計測を行う．計測で利用した基本的統計は日米

とも税務統計である．日本の『税務統計から見た

法人企業の実態』，アメリカのS翅∫認0ε0ゾ1％60〃Zθ’

CO7ρ07〃∫0η1π60〃ZθTακ1～θ如7η5がそれである．

経済的減価償却，債務者利得，在庫評価益の推計

のためには，各種資産，負債残高等のバランス・

シートのデータが必要であるが，日本の税務統計

からはこれらのデータを入手できない．そこで，

『法人企業統計年報』よりこれ’らのデータを援用

したが，そこでは黒字企業と赤字企業の区別をし

ていない．その．ため本稿では，まず『法人企業統

計年報』の全法人ベースのデータを用いて経済的

減価償却，債務者利得，在庫品評価益の推計を行

い，それらを税務統計の黒字企業ベースのデータ

へ変換した13）．アメリカの税務統計にはバラン

ス・シートがついており，さらに黒字企業のみを

対象とするデータも利用することができる．

　経済的減価償却率は，アメリカについてはHu1－

ten－Wyko任（1981）の33資産別の経済的減価償却

率が利用できる．これと資産別の投資構成比を用

いて年々の経済的減価償却額を推計した．投資構

成比は8脚勿卿。／C脚γ8撹B秘3珈θ∬に掲載された

1963，67，72，77年のCapita1　Flow　Tableより推

計した．経済的減価償却の割引現在価値乙は資

産別に求めたものを投資構成比で加重平均した14）．

　わが国の経済的減価償却率については，研究の

蓄積が少なくまた見解は一致していない．そこ

13）　法人企業統計の全法人データから税務統計の黒

字企業データへの変換は，経済的減価償却については，

両統計の実際の減価償却費の比率を用いた．債務者利

得，在庫品評価益については両統計の売上額（営業収
入）の比率を用いた．

14）　減価償却の割引現在価値Z8，Z8を求めるに際し

て，名目の割引率は次のものを用いた．

　　名目割引率＝α（1一τ）乞十（1一α）づ

ここでαは借入れによる資金調達比率，τは地方税を

含む制度上の法人税率，づは名目利子率である．ゴと

しては日本では利付き電電債の利回り，アメリカでは

Baaの利回りを用いた。　Z6を求めるときの実質割引

率は名目割引率の期間平均を用いた。
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で以下では，アメリカと同様にHulten－Wyko任

（1981）のデータを利用する．税負担の日米比較と

いう本稿の目的からすれば，むしろ同一の経済的

減価償却率を用いた方が税制の差異をより明確に

することができると考えられる．投資の資産別構

成比は産業連関表の固定資本マトリックスをもと

に推計した．年々の経済的償却額，割引現在価値

はアメリカのケースと同様にして求めた．

　税務上の減価償却率は，日本については昭和54

年の国富調査で示されている耐用年数をもとに，

定率法を仮定しさらに特別償却制度を加味して推

計した．アメリカについてはJorgenson－Sullivan

（1981）から資産毎の法定耐用年数をもとに，200％

あるいは150％定率法から級数逓減法もしくは定

額法への切り替えを仮定して推計した．

　非課税引当金・準備金はEI本では貸倒引当金，

退職給与引当金，価格変動準備金を，またアメリ

カでは貸倒引当金を取り上げた．保有期間は，退

職給与引当金のみ12年間で，その他のものは毎

期洗い替えを仮定した．また，債務者利得は日本

については『法人企業統計年報』から求めた純債

務残高15）と国内卸売物価指数（工業製品）の変化率

から推計した．アメリカについては税務統計と生

産者価格指数（工業製品）を利用した．在庫品評価

益は，日米とも基本的には国民経済計算上の在庫

評価調整額を採用し，黒字法人に対応するように

調整して利用した．

　4．2　計測結果1：経済的所得

　次に，計測結果を検討する．本稿で定義した平

均実効税率は，究極的税負担という概念を取り入

れたことにより，企業が主観的に予想している税

負担率を表すものである．もう1つの考え方とし

ては，究極的税負担という概念をとらず，企業が

15）　純債務残高として，日本では『法人企業統計年

報』から｛支払手形，買掛金，長期短期借入金，社債｝

の合計額から｛現金，預金，受取手形，売掛金｝の合計

額を引き，その期首期末平均額を取った．アメリカで
は税務統計の黒字企業のバランスシートから｛買掛金，

短期負債，その他の流動負債，株主よりの借入れ，長

期負債｝の合計額と｛現金，売掛金，政府証券投資，そ

の他の流動資産，株主への貸付，挺当証券｝の合計額

の差額の期首期末平均を用いた．
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表1　課税所得・経済的所得

　　（A）　日　　　本

Vo1．40　No．1

（単位％）

年

　（1）

ﾛ税所得
　　（2）

o済的所得1
　（3）

ﾛ税所得
　（4）

鞄ｾ調整

　（5）

n方税

　　（6）

�ﾛ税引当金

@準備金

　（7）

ｸ価償却

ｲ整1

　（8）

ｸ価償却

ｲ整11

　　（9）

ﾂ務者利得

（10）

ﾝ庫品

]価益経済的所得1 経済的所得II 経済的所得11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
9
8
0
8
1
7
5
4
4
7
9
2
5
2
1

3
9
2
6
4
3
6
7
9
2
3
2
4
3
4
4

7
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8

8
2
9
0
8
6
4
3
6
7
1
6
1
3
1
3

5
3
2
0
0
0
8
2
3
5
9
3
8
8
7
9

9
0
0
9
8
1
9
0
1
1
8
1
0
0
0
9

　
1
1
　
　
　
1
　
1
1
1
　1
1
1
1

2
2
9
4
5
8
5
2
2
3
6
2
0
4
2
5

0
2
4
8
0
0
5
9
0
5
4
4
1
0
0
3

7
7
7
6
6
8
7
7
9
9
7
9
9
9
9
8

2
1
3
4
3
6
7
4
5
6
4
0
0
5
0
7

0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
2
3
3
2

　
　
　
　
　
　
一

7
6
9
8
8
9
3
8
1
1
7
5
0
9
8
1

6
9
7
4
5
5
7
7
0
8
6
0
1
0
8
8

　
　
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　

1
1
1

3
2
7
0
3
1
5
0
4
0
5
9
9
3
9
8

4
3
4
5
5
2
3
5
2
3
1
0
1
0
1
1

9
2
8
2
6
4
8
6
4
0
7
0
9
7
2
6

4
8
5
2
9
3
2
1
2
1
7
0
9
0
9
8

1
1
1
1
　1
1
1
1
1
　

1
　
1

一2．2

－1．7

－3．4

－8．2

－10．1

－11．7

－11．0

－10。5

－12．0

－13．0

－9．6

－10。0

－9。0

－8．7

－6．7

－5．1

　6．0

－2．5

　12．4

　46．5

　38。6

　7．4

　21．3

　5．7

－3．2

　28．3

　26．3

　0．6

　0．6

、一
Q．5

　0．5

－1．8

3
0
8
3
3
2
6
5
6
0
8
1
4
9
9
6

0
1
1
8
9
6
8
2
1
1
5
4
0
2
0
7

　
一
1
2
　
　
一
　
3

（B）　アメリカ （単位％）

年

　（1）

ﾛ税所得
　　（2）

o済的所得∫
　（3）

ﾛ税所得
　（4）

鞄ｾ調整

　（5）

n方税

　　（6）

�ﾛ税引当金

@準備金

　（7）

ｸ価償却

ｲ整1

　（8）

ｸ価償却

ｲ整π

　　（9）

ﾂ務者利得

（10）

ﾝ庫品

]価益経済的所得1 経済的所得π 経済的所得11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
3
5
9
2
2
3
5
1
6
3
3
8
2

6
7
5
4
1
7
7
7
9
0
8
7
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
7
7
7

117。6

114．1

115。4

123．6

131．0

114．5

116．6

117．8

119．7

124．7’

123．5

124．6

123．6

119．4

116．9

101．5

99．4

98．4

104．5

107．4

99．8

101．6

102．8

107．1

112．3

109．4

108．8

98．0

95．3

92。6

一〇．5

－0．7

　0．6

　2．1

　6．1

－0．5

　0．7

－0．9

－2．5

－3．3

－4，0

－5．3

－4．0

－4．0

－4．0

5
3
7
1
6
7
1
6
9
0
2
7
6
6
5

5
4
4
5
4
4
4
4
4
5
6
6
7
6
6

　0．8

　0．6

　0．4

　0．7

　1．6

－0．5

　0．2

　1．2

－0．1

　0．5

　1．7

　0．2

　1．2

－0。5

　0．9

3
4
3
3
4
1
9
0
3
1
2
2
8
1
9

0
0
1
1
1
1
9
0
0
0
0
4
0
2
0

1
1
1
1
1
1
　
1
1
1
1
1
2
2
2

一8．5

－9．3

－9．6

－8。6

－10．0

－12．9

－11．7

－11．7

－12．6

－13．7

－14．9

－16．8

－19．4

－16．3

－13．9

　●

一〇．6

－0，3

－0．2

　0．4

　6．4

　4．4

　1．7

　1．1

　1．4

　3．8

　4，5

－0．4

－1．2

－0．6

－1．3

6
5
6
3
4
0
5
2
5
7
1
5
1
5
7

8
4
5
5
7
6
6
7
8
4
3
7
3
2
1

　
　
　
1
2
　
　
　
　
　
1
1

　注）

経済的所得の中から各年度において実際にどれだ

けの税を支払ったかを税負担の指標とすることも

できる．はじめにも述べたように，このときには

課税の繰延べの効果等を考慮できないが，企業の

税負担を考えるときにはこの指標も十分意味はあ

る．そこで以下では両者を比較しながら検討しよ

う．

　計測結果は，表1，2と図1，2にまとめられてい

第4欄から第10欄までは本文（8）式の右辺の各項に対応しており，経済的所得πに対する比率で表されている．

る．まず表1は課税所得と経済的所得を示してい

る．はじめに税務上の種々の措置が課税所得をイ

ンフレ調整前経済的所得からどのように乖離させ

たかを検討する．第1欄は課税所得とインフレ調

整前の経済的所得1の比率を示している．これ，に

よると，日米ともに一貫して経済的所得1の方が

大きい．つまりインフレを考慮しない揚合には，

税務上は，経済的費用以上に費用を計上する（な

●

o

’

●



■

●

9

●

Jan．　1989 日米法人企業の勇戦担

いしは利益を小さく計上する）ことが行われてい

るということができる．ただし，時系列的に見る

と日本では両者の乖離は縮小傾向にあるのに対し，

逆にアメリカでは拡大傾向にある．

　次にその差をもたらした要因をみると，両国で

は大きな相違がある．課税所得をインフレ調整前

経済的所得から乖離させる要因は（8）式で示され，

たが，その各要因をインフレ調整後経済的所得に

対する比率で表したのが表1の第4欄から第7欄

である．これから次の特徴を指摘できる．

　まず，日本のケースから見ると，4つの項目の

中で第7欄の減価償却調整1すなわち税務上の加

速的減価償却の効果が大きい．とくに分析期間の

はじめの頃に大きく，最近は縮小している．アメ

リカの分析結果と比較すると，減価償却調整の効

果が最も大きい点は日本と同じである．分析期間

当初は日本の方が大きかったが，1982年以降アメ

リカの大きさはそれ以前の2倍以上になっている．

これはいうまでもなくACRSの効果である．

　次に大きいのは日米とも地方税の認定損（第5

欄）であり，日本では第6欄の非課税引当金・準

備金の効果がそれに次ぐ．しかし非課税引当金・

準備金の効果は近年急速に低下し，1982，83年に

は益金算入額の方が損金算入額よりも多くなって

いる．他方アメリカでは地方税の認定損について

は日本よりやや小さく16），また第6欄の非課税引

当金・準備金の効果は無視できるほど小さい，第

4欄の所得調整の項目は日米両国ともほとんどの

年でマイナスの値を示しているが，アメリカの方

が（絶対値で）若干大きい．

　次に，インフレが経済的所得に与えた効果を比

較する．・第2欄はインフレ調整後経済的所得に対

するインフレ調整前経済的所得の比率を示してい

る．これによると日本では高インフレ期にはイン

フレ調整後の経済的所得の方がインフレ調整前経

16）　地方税のデータは，日本では『地方財政統計年

報』より全業種一括の税収をとり，それ，を法人税の算

出税額のシェアで按分して製造業の税収とした。アメ
リカのデータは，5駕f5彦加」凶うε〃αα（ゾ丁加σ漉彦84

S彦α’θs記載のCensus　of　Governmentから法人所得に

対する州税のデータをとり，それを法人税収のシェア

で按分して製造業の税収とした．
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済的所得より大きくなったのに対して，アメリカ

では一貫してインフレ調整前経済的所得の方がイ

ンフレ調整後のものより大きかった．つまり，ア

メリカではつねにインフレは経済的所得を減少さ

せるように作用したのに対し，日本ではインフレ

は経済的所得を拡大した．

　こうした相違をもたらした要因は，第8欄から

10欄に示される．このなかでもっとも大きな要

因は，第9欄のインフレによる債務者利得の差で

ある．1970年代の半ばには，日本ではインフレ調

整後の経済的所得の40％前後の債務者利得が発

生していたが，アメリカではその比率は高いとき

で6％くらいである．これはいうまでもなく，口

米企業の資金調達構造の違いによる．

　第8欄のインフレによる資産の減価償却不足は

両国とも発生している．当然高インフレ期には大

きな償却不足が発生している．近年日本ではイン

フレの終息にともないこの値は低下しているが，

アメリカでは依然として大きい．第7欄と第8欄

を合わせると，税務上の加速償却がインフレによ

る償却不足を相殺し得たかどうかを知ることがで

きる．容易にわかるように，70年代後半から80

年代はじめにかけて両国とも償却不足が残る．し

かし，近年になって両国とも償却不足は縮小また

は解消したが，その理由は日本ではインフレの終

息であるのに対し，アメリカでは加速償却制度

（ACRS）の導入であることは注目される．

　在庫品評価益は第10欄が示すように年々大き

く変動しているが，アメリカでは一貫してインフ

レによる水増し利益が発生している．在庫品評価

益の大きさはインフレ率とともに在庫評価の方法

に依存する．インフレ期にはLJFO（後入先出法）

を採用するのに比べ，FIFO（先入先出法）を採用

すると期末在庫評価額は増加し，したがって在庫

評価益が大きくなる．アメリカではLIFOを採用

している企業が少ないことによるのかもしれ’な

い17）．

　17）　King－Fullerton（1984）によれば，1979年では製

　造業の30％しかLIFOを採用していない．しかし，
　本間他（1984）によれば，わが国でLIFOを採用してい

　る企業はほとんどない．ただし，これらはいずれも件

　数（ないしは企業数）の比率である．
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衷2　制度上の税率・平均実効税率
（単位％）

日　　　　本 1　　　　ア・リカ
年 制度上の税率 平均実効税率 ／　制度上・税率 平均実効税率

陣額控除前1瀬騰後 ・　1・ 厚歯山前1税雛撒 ・　1・

0
1
2
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4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ー
ユ
ー
1
1
1
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?
ﾏ
ン
4
ン
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3
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忍
。
5
2
4
ユ
4
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1
1
1
1
4
6
6
7
5
6
6
9
0
9
0
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6
6
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．
6
2
5
4
5
8
3
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8
4
5
4
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．
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＆
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免
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5
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5
5
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欝
婿
瀧
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“
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5
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注）制度上の税率（税額控除前）＝算幽税額（含地方税）！課税所得である．税額控除後の制度上の税率は，分子の算出税額の代わりに，算出税額から

　税額控除を引いた納税義務額に置き換えて計算したものである．

　平均実効税率且は納税義務額をインフレ調整後経済的所得で割ったものであり，平均実効税率Bは分子を究極的税負担額に置き換えて計算
　したものである．

　最後に，以上の分析をまとめて課税所得とイン

フレ調整後経済的所得との乖離を見よう．第3欄

はインフレ調整後経済的所得に対する課税所得の

比率を示している．日本では一貫して課税所得は

インフレ調整後経済的所得よりも小さい．これは

非課税引当金・準備金や特別償却，そしてインフ

レによる債務者利得などによってもたらされた課

税所得の侵食の方が，インフレによる償却不足や

在庫の水増し利益による課税所得の拡大を上回っ

ていたことを示す．とくに高インフレ期にはそれ

が一層顕著である．他方，アメリカではインフレ

による課税所得の拡大の方が支配的であり，とく

に高インフレ期には課税所得はインフレ調整後経

済的所得を大きく上回っていた．このようにイン

フレが課税所得に与えた効果が日米両国において

対照的なのは，主として上述の債務者利得の大き

さの違いによるものである．また，近年では加速

償却の効：果が現れ，課税所得はインフレ調整後経

済的所得よりも小さくなっている，

　4．3　計測結果2：平均実効税率

　次に，このようにして求めた経済的所得を用い

て計測された平均実効税率を検討する，表2およ

び図1，2は平均実効税率を示している．ここでは

比較のため，制度上の税率（＝地方税を含む算出

税額／課税所得）も合わせて示している．企業の納

税義務額をインフレ調整後経済的所得で割った平

均実効税率を平均実効税率澄とし，さらに租税

の繰戻し効果を考慮したときの平均実効税率を平

均実効税率、Bとする．

　まず表2の第1欄と第2欄はそれぞれ税額控除

前後の制度上の税率を示す．両者は日本でほとん

ど等しいが，アメリカでは大きく異なり，税額控

除は税率の3～9％の低下をもたらしている．ま

た図1から，税額控除後の制度上の税率は分析期

間を通して，日本では上昇を示しているのに対し，

アメリカでは低下していることがわかる．この税

率は，中小企業への軽減税率等を考慮した実質的

な法定税率と見ることができるが，近年では日米

間でかなりの差が生じている．

　次に，究極的税負担額を考慮する前の平均実効

税率五は，表2の第3欄と図1に示されている．

制度上の税率との違いは，分母にインフレ調整後

。

■
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の経済的所得を取っていることである．この税率

は日本では，制度上の税率と同様に上昇傾向を示

しているが，短期的にはかなりの変動を示してい

る．日本の税率の1975年の急激な上昇は債務者

利得の減少による．また1979年から80年にかけ

ての急激な低下は債務者利得が依然として高水準

、にあったにもかかわらず在庫品評価益が激減した

ためである．一方，アメリカの平均実効税率五は

趨勢的に低下し，とくに近年その傾向は著しい．

日米の平均実効税率五を比較すると，当初は日本

の税率の方がかなり低かったが，その後格差は縮

小傾向にあった．そして1970年代末以降は逆に

日本の税率の方が高くなり，近年には格差は再び

拡大している．

　しかし，図1では究極的税

負担額が考慮されていない．

近年のアメリカの税率の急激

な低下はACRSによる加速
的な減価償却によるものかも

しれない．そのときには，将

来租税の取り戻し効果が発生

する．そこで次に，究極的税

負担を考慮したときの平均実

効税率Bを検討しよう．これ

は表2の第4欄及び図2で示

される．まず日本についてみ

ると，2つの平均実効税率の

間の乖離は1970年代はじめ

の15％から近年では10％以

下に縮小している．これは非

課税引当金・準備金の減少を

反映している．他方アメリカ

では両者の差は1980年代は

じめにやや拡大している．ア

メリカでは非課税引当金・準

備金は無視できるから，この

差は減価償却制度によっても

たらされている．表1でみた

ように1970年代後半から減

価償却不足が発生した．これ

はZεをZ8よりも大きくし究

極的税負担を高めたが，ACRSの導入によってZ8

とZsの差は縮小しつつある．

　以上見てきたように，究極的税負担額を老卜し

た，平均実効税率βは両国とも平均実効税率。4よ

りもかなり上昇することがわかる．そして平均実

効税率βでみても，両国間には依然として大きな

格差が存在する．

5．結 論

　以上本稿では，戦後の日本の法人税制の大きな

特徴であった課税の繰延べ措置や，インフレが企

業所得に及ぼす効果に注意を払いながら，法人の

税負担の指標を定義し，その計測を行った．本節

では，分析によって得られた主要な結果を要約す
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るとともに今後の課題について述べる．

　まず経済的所得については，インフレ調整前後

にわけて経済的所得を定義し，課税所得と経済的

所得との関係を明らかにした．続いて，各所得の

計測および比較を行った．この計測結果によると，

インフレ調整前では日米とも課税所得の方が経済

的所得よりも小さい．分析期間のはじめでは非課

税引当金・準備金や特別償却による課税所得の縮

小効果は日本の方がアメリカより大きかったが，

近年ではアメリカの加速的償却制度の効果が顕著

である．

　次に，インフレを考慮すると，日米間で大きな

相違が存在することが分かった．すなわち，日本

では高インフレ期にはインフレによる債務者利得

が減価償却不足と在庫品評価益を上回っていたた

め，インフレ調整後経済的所得よりも調整前経済

的所得の方が小さかった，．その結果インフレは課

税所得を削減する方向に作用したのである．これ

に対してアメリカでは，債務者利得が小さくイン

フレは経済的所得に比べて，課税所得を拡大する

方向に作用した．

　平均実効税率については，究極的税負担額を無

視すれば，アメリカの実効税率が低下しているの

に対して，日本のそれは上昇傾向を示している．

とくに近年は，日米の実効税率は逆転し，日本の

方が高くなっている．そしてこのような結果は，

課税繰延べによる究極的税負担を考慮にいれた場

合においても認められた．

　最後に本分析では取り上げることはできなかっ

たが，重要と思われる課題について述べる．第1

の課題は，平均実効税率の業種別計測を行うこと

である．本稿ではデータ上の制約から日米とも製

造業を一回目て分析の対象とした．非課税引当

金・準備金や特別償却制度は業種によって利用度

に差がある18）．また半導体をはじめとしたハイテ

ク産業間の日米競争はますます激化している．し

たがって，国内的にもまた国際的にみても，平均

実効税率の業種別計測は重要な課題であると思わ

れる．

18）　田近一油井（1984）を参照せよ．

Vo1．40　No．1

　第2に税制が資本蓄積に果たした役割を明らか

にするという観点に立つとき，法人段階の税負担

に加えて，個人段階の負担をj司時に考慮する必要

がある．すでに前述のFeldstein達の研究では，

法人段階で支払われる税に加えて，利子，配当お

よび資本利得等の個人の資産所得に対する課税を

取り上げることにより，資本所得が全体としてど

れだけの税を負担しているかを分析している．

　戦後わが国では，資本蓄積の促進を目指して，

企業課税のみならず個人の資産所得に対してもさ

まざまな軽減措置を講じてきた．したがってわが

国においても，法人および個人の両段階を通じた

資本所得課税の実態の解明を図ることは興味深い

課題であろう．

　　　　　（一橋大学経済学部・成城大学経済学部）
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